システムＬＳＩ雇用創出支援事業
【実施フロー】
（　▼：財団が行う手続、●企業が行う手続、◆：双方が行う手続　）
▼採択決定・通知
　↓
◆委託契約締結

　↓
●求人

・ハローワーク（必須）、HP掲載等により求人を行ってください。
・HP等を見て応募する求職者は、ハローワークを経由する必要はありません。
　↓
●失業者の新規雇用
・採用にあたっては、新規雇用の失業者であることを証明する書類を提示する必要があることを説明の上、同意を得てください。

　↓
●新規雇用者が失業者であることを証する書類、給与額の根拠となる書類の提示

・失業証明書類

雇用保険受給資格者証の提示によることを基本とします。

雇用保険受給資格者証が提示できない場合は、他の公的書類の提示が必要となります。
・給与根拠書類
履歴書、職務経歴書、給与規程等により、適正な給与額であること示してください。
　↓
▼失業者であることの確認、給与確認

・

・

・

●各種報告書提出（様式および提出時期は別途指定）

　↓
●請求書・支出証拠書類提出（四半期毎）
　↓
▼委託金支払い

・

・

・

